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道路の予算 道路に関する法律と計画

道路づくりの予算

　道路は、県民生活の向上と地域経済発展に
欠くことの出来ない重要な社会資本です。そ
の整備には、財源の確保が必要です。
　本年度は、昨年度から引き続き微増ではあ
りますが、道路予算を確保することができま
した。幅広い地元ニーズに対応した道路整備
を推進します。
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中越大震災復興基金分・中越沖地震復興基金分を除く

※平成 24 年度 2 月補正予算は含まない。

道路整備に関する法律と計画

道路特定財源とは…
受益者負担という考え方に基づき自動車
利用者に道路整備の負担をお願いする制度で、
燃料の使用、車両の保有および取得の段階で
課税され、それらが国と地方の道路整備の
財源の一部となっていました。

H10 ～ H14

新道路整備五箇年計画

H15 ～ H19

社会資本整備重点計画

概ね今後 10 年

中期ビジョン（案）
基本政策部会 H18.6.1 公表

H20 ～ H29

中期計画（素案）
H19.11.13

H20 ～ H24

新たな中期計画
H20.12.24

H20 ～ H24

社会資本整備重点計画
H21.3.31

道路整備緊急措置法

社会資本整備重点計画法社会資本整備重点計画法

道路整備費の財源等の特例に
関する法律

道路整備事業に係る国の財政
上の特別措置に関する法律

道路整備事業に係る国の財政
上の特別措置に関する法律の
一部を改正する法律

・道路特定財源制度の廃止

・地方道路整備臨時交付金制度の廃止

道路特定財源の見直しに関する
基本方針（政府･与党）

道路特定財源の見直しに関する
具体策（閣議決定）

道路特定財源の見直しについて
（政府・与党）

道路特定財源に関する基本方針
（閣議決定）

道路特定財源の一般財源化等に
ついて（政府・与党）

・道路整備五箇年計画の廃止
→社会資本整備重点計画へ移行

・五箇年間の道路の整備に関する事業の量を閣議決定
→H15 ～ H19 年度 の道路整備に関する事業の量の目安 38 兆円

・道路整備費の財源、地方道路整備臨時交付金の交付、国

の負担割合の特例等
→平成 15 年度以降五箇年間に延長

・道路整備費の財源、地方道路整備臨時交付金の交付、国

の負担割合の特例等
→平成 20 年度以降１０年間に延長

・地方道路整備臨時貸付金の創設

・真に必要な道路は計画的に整備を進める
・特定財源制度については、一般財源化を図ることを前
提とする

・19 年中に、今後の具体的な道路整備の姿を示した中
期的な計画を作成する
・毎年度の予算において、道路歳出を上回る税収は一般
財源化する

・今後 10 年間を見据えた道路の中期計画の策定をする。
・地域の道路整備の促進として地方道路整備臨時交付金
の制度改善と無利子貸付制度の創設を行う

・道路特定財源制度は今年の税制抜本改革時に廃止し
21 年度から一般財源化する
・一般財源化の法改正により、道路整備費の財源等の特
例に関する法律案における道路特定財源制度の規定は
21 年度から適用されないこととする
・道路の中期計画は 5 年とし、新たな整備計画を策定
する

・新たな中期計画は、計画内容を「事業費」から「達成
される成果」（アウトカム目標）へと転換し、今後の選
択と集中の基本的な方向性を示すものとする。また、他
の社会資本整備との連携を図り、社会資本整備重点計画
と一体化することとする
・「地域活力基盤創造交付金（仮称）」を平成 21 年度予
算において創設する

H15.4.1

H15.３.31

H17.1.29

H18.12.8

H19.12.7H19.12.7

H20.5.13

H20.5.13

H20.12.8

H21.4.30

一部改正

　平成21年度から道路特定財源は一般財源化されました。
　平成13年に発足した小泉内閣の「骨太の方針」において
道路特定財源のあり方を見直すとの方針が出され、これを
契機に道路特定財源制度の見直しをめぐる議論が始まり、
多くの議論を経て平成20年5月13日「道路特定財源に関
する基本方針」が閣議決定され、道路特定財源は平成21年
度から一般財源化することが明確に方向付けられました。
　この道路特定財源の見直しの議論と平行して、今後の
具体的な道路整備の方向性を示す中期計画の作成が進め
られました。

　平成21年度から道路特定財源は一般財源化されました。
　平成13年に発足した小泉内閣の「骨太の方針」において
道路特定財源のあり方を見直すとの方針が出され、これを
契機に道路特定財源制度の見直しをめぐる議論が始まり、
多くの議論を経て平成20年5月13日「道路特定財源に関
する基本方針」が閣議決定され、道路特定財源は平成21年
度から一般財源化することが明確に方向付けられました。
　この道路特定財源の見直しの議論と平行して、今後の
具体的な道路整備の方向性を示す中期計画の作成が進め
られました。

H24 ～ H28

社会資本整備重点計画
H24.8.31

H28 ～ H32

社会資本整備重点計画
H27.9.18

※土木費とは、土木部予算に交通政策局所管費を含め、土木施設災害復旧費を除いたもの。
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